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1. 行政刷新会議等の動向 
 

2009年 11月 11日から 11月 27日まで、行政刷新会議において「事業仕分け」

が行われた。 

行政刷新会議は、国民的な観点から、国の予算、制度などを刷新するため、

2009年 9月 18日、閣議決定により設置された。「事業仕分け」はワーキンググ

ループで行われているが、ワーキンググループは行政組織ではなく、評価者は

官職ではない1。 

 

医療分野の主な項目は表 1.1のとおりであるが、診療報酬が仕分けの対象であ

る「事業」なのかどうかについては、一切説明されていない。また、後で示す

ように、財務省が事業仕分けのために提出した資料では、データが不適切に使

用されており、財務省主導で結論を誘導しようとしているかのように見える。 

 

 
表 1.1 行政刷新会議「事業仕分け」における主な医療分野の項目 

番号 項目 ワーキンググループの評価結果

2-2 レセプトオンライン導入のための機器の整備等の補助 予算計上見送り

2-4 診療報酬の配分（勤務医対策等） 見直し

2-5 後発品のある先発品などの薬価の見直し 見直し

2-9 医師確保、救急・周産期対策の補助金等（一部モデル事業） 予算要求の縮減（半額）

2-11 社会保障カード 予算計上見送り

*出所：行政刷新会議「事業仕分け」第2WG評価コメント

 

                                            
1 参議院「参議院議員世耕弘成君提出いわゆる『事業仕分けチーム』の位置づけに関する質問に対する答
弁書」, 内閣参質 173第 18号, 2009年 11月 17日 
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また、財務省は、11月 19日に、財務省ホームページ「平成 22年度予算編成

上の主な個別論点」に「医療予算について」との資料を掲載した。これは、「事

業仕分け」に提出された資料とほぼ同じものであり、データの使用、解釈に問

題がある。 

 

財務省は、「客観的な情報・データをそろえ、患者、納税者、保険料負担者の

すべて納得できるような議論を行うことは、厚生労働省の責務である」と述べ

ている2。これまで日本医師会は、客観的なデータを示してきたが、財務当局は

これらをまったく顧みてこなかった。それどころか、今般、財務省自体が結論

ありきでデータを不適切に使用していることに、不信感を抱かざるを得ない。 

 

 

 

                                            
2 行政刷新会議「事業仕分け」第 2ワーキンググループ 事業番号 2-4 診療報酬の配分（勤務医対策等）
とりまとめコメント, 2009年 11月 11日 
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2. 財務省の資料および解釈の問題点 
 

2.1. 医師数の変化 
 

2.1.1.  財務省作成資料について 

 

財務省は、事業仕分けに医師数の変化のグラフなどを提出し（図 2.1.1）、「医

師不足は診療科別に偏りがある」「比較的リスクや勤務時間が少ないと見られる

診療科を中心に医師数が増えている」とし、「リスクや勤務時間に応じた評価を

実現すべき」3であるとしている。 

 
図 2.1.1 主な診療科の医師数の変化（病院・診療所） 

財務省が行政刷新会議「事業仕分け」に提出した資料 

主な診療科の医師数の変化（病院・診療所）

内科　＋6％

小児科　＋7％

精神科　＋20％

外科　▲8％

整形外科＋15％

産婦人科▲11％

眼科　＋13％

皮膚科　＋15％

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2006年

*出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

 
 

 

 

                                            
3 行政刷新会議・第 2ワーキンググループ「事業番号 2-4 診療報酬の配分（勤務医対策等）論点等説明シ
ート（予算担当部局用）」, 2009年 11月 11日 

※内科：内科、心療内科、呼吸器科、消化器科（胃腸科）、循環器科、アレルギー

科、リウマチ科、神経内科／精神科：精神科、神経科／外科 ：外科、呼吸器外

科、心臓血管外科、小児外科 
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しかし、財務省が提出した資料には問題点がある。 

 

第一に、財務省は 1996年までの変化しか示していない。また病院勤務医が診

療所に流れているかのような認識を示しているが、直近では、診療所数は頭打

ちになっている（図 2.1.2）。 

 

第二に、医師はリスクや勤務時間のみで診療科を決めているわけではない。診

療科別医師数は、社会的背景や患者ニーズによって変化することを考慮すべき

である。 

 

 
図 2.1.2 診療所数の変化 

診療所数の推移

75.0 76.8 78.6 80.7 82.3 84.0 85.8 87.1 88.0 88.4

17.9 17.2 16.2 15.4 14.8 13.5 12.9 12.4 11.7 11.1
92.8 94.0 94.8 96.1 97.1 97.4 98.6 99.5 99.7 99.5

0.0

50.0

100.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009（年）

有床診療所

無床診療所

*出所：厚生労働省「医療施設調査」、2009年以降は「医療施設動態調査」8月末概数

（千床）
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2.1.2.  精神科医師数増加の背景 

 

財務省の資料では、精神科医師が 10年前に比べて 20％増加したことを示して

いる。 

しかし、自殺対策、高齢化にともなう認知症患者への対応、精神疾患の患者の

増加などからみれば、精神科医師は決して十分ではない。たとえば、精神疾患

の患者数の増加がある。精神疾患の外来患者数は 1999年から 2005年にかけて

1.6倍、特に気分障害（うつ病等）の患者は 2.2倍になっている（図 2.1.3）。 

 

財務省は、「比較的リスクや勤務時間が少ないと見られる診療科を中心に医師

数が増えている」としており、医師数が増加している診療科はリスクや勤務時

間が少ないと認識している。精神科医師数は増加率がもっとも高いが、リスク

や勤務時間が少ないためではない。患者ニーズの増加にともない、精神科診療

所の新規開業が増加しているためであると推察される。財務省は、社会的背景

や患者ニーズの変化にも目をむけるべきである。 
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図 2.1.3 精神疾患の外来患者数の推移 

精神疾患の外来患者数の推移

45.3 53.1 55.8
9.4

15.4
41.6

68.5
89.641.7

49.4

58.0

32.0

37.5

40.3

23.8

170.0

223.9

267.5

0.0

100.0

200.0

300.0

1999年 2002年 2005年

その他

神経症性障害等

気分障害（うつ病等）

認知症

統合失調症

（万人）

*出所：厚生労働省「患者調査」

※注）

 
 ※注）値は、以下の項目において、総数から入院を除くことで算出。 

 
統合失調症     ：「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」 
認知症       ：「血管性及び詳細不明の痴呆、アルツハイマー病」 
気分障害(うつ病等)   ：「気分［感情］障害（躁うつ病を含む）」 
神経症性障害等   ：「神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害」 
その他       ：「アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害」、 
            「その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害」、「その他の精神及び 
             行動の障害」、「てんかん」 
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2.1.3.  産婦人科医師数減少の背景 

 

産科・産婦人科（以下、産婦人科）医師数は、10年前に比べて 11％減少した

（図 2.1.4）。これまでは、出生数の減少に伴い医師数が減少してきた面もある。

しかし、最近ではハイリスクの出産が増加している。また、2004 年から 2006

年にかけては、医師 1 人当たり出生数が増加しており、産婦人科医師不足がま

すます深刻になっていることを示している（図 2.1.5）。 

 

 
図 2.1.4  病院・診療所別 産婦人科医師数の変化 

産科・産婦人科医師数の変化

診療所　▲6％

総数　▲11％

病院　▲14％
-15%

-5%

5%

1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2006年

*出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

 

 

一方で、病院、診療所別に見ると、産婦人科医師数は 10年前に比べて、病院

で 14％減少したが、診療所では 6％減に止まっている。また現在、分娩の 47.3％

は有床診療所で実施されている（図 2.1.6）。産婦人科の有床診療所の経営を健

全化させ、病院の周産期医療の連携を強化すれば、病院勤務医の過重労働緩和

にも大きく寄与できる。財務省は、診療所から病院への財源移転を求めている

が、病院、診療所の両方の底上げが必要である。 
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図 2.1.5 産科・産婦人科医師 1人当たり出生数 

産科・産婦人科医師1人当たり出生数

107.1 106.8 107.7 104.6 104.8 108.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2006年

*出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」、「人口動態調査」

 
 

 
図 2.1.6 医療機関における分娩件数の構成比 

医療機関における分娩件数の構成比

55.2 56.0 54.5 52.7 52.7

44.8 44.0 45.5 47.3 47.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1996年 1999年 2002年 2005年 2008年

有床診療所

一般病院

*出所：厚生労働省「医療施設（静態・動態）調査・病院報告の概況」

（％）
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2.1.4.  病院勤務医は減少しているのか 

 

「勤務医師数は病院よりも診療所の方が増加しており、病院勤務医師数の割合

は減っている」4と述べている。そして、病院を重点的に評価しなければ、医師

不足の解消につながらないとの考え方も示している。 

 

しかし、第一に、財務省は開設者と勤務医を混同している。第二に、医師数自

体は病院勤務医のほうが増加している。 

 

第一の問題点であるが、財務省が病院勤務医数として示している 16 万 8,327

人（2006年）は、病院の開設者（開業医）を含む数字である（表 2.1.1）。財務

省は結論ありきであるので、勤務医に開設者（開業医）が含まれていようがい

まいが関係ないといった姿勢がうかがえる。 

 

第二の問題点は、現実には病院勤務医のほうが増加している点である。 

1998 年から 2006 年にかけて、病院医師数は 1 万 5,227 人増、診療所医師 1

万 1,380人増であり、病院医師数のほうが増加している（表 2.1.2）。 

                                            
4 行政刷新会議・第 2ワーキンググループ「事業番号 2-4 診療報酬の配分（勤務医対策等）論点等説明シ
ート（予算担当部局用）」, 2009年 11月 11日 



社団法人 日本医師会（2009年 12月 2日 定例記者会見） 
10 

表 2.1.1 財務省が行政刷新会議「事業仕分け」に提出した資料－病院勤務医数－ 

財務省が行政刷新会議の事業仕分けに提出した資料

平成10年 平成18年 伸び率

（1998） （2006）

病院勤務医 153,100 168,327 ＋9.9

診療所勤務医 83,833 95,213 ＋13.6

病院勤務医の割合の変化
[平成10年] 64.6％→[平成18年] 63.9％

 

 
表 2.1.2 医師数の変化の実際 

（人）

1998年 2006年 増減数 伸び率

病院 開設者 6,015 5,482 -533 -8.9%

勤務医
※注） 147,085 162,845 15,760 10.7%

計 153,100 168,327 15,227 9.9%

診療所 開設者 66,461 71,192 4,731 7.1%

勤務医 17,372 24,021 6,649 38.3%

計 83,833 95,213 11,380 13.6%

合計 236,933 263,540 26,607 11.2%
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病院医師数は、実数自体は増加しているが、病院勤務医の過重労働は深刻であ

る。この背景には、そもそも医師不足であることのほか、次のような要因があ

げられる。 

 

新医師臨床研修制度の導入 

2004年 4月に始まった新医師臨床研修制度によって、初期研修医が大学病院

以外の病院を選ぶケースが多くなり、医師不足に陥った大学医学部（医局）は、

関連病院から医師を引き揚げた。その結果、医師の偏在、不足が起きた。さら

に、医療費抑制政策によって、医療機関が医師を適切に処遇する財源もなくな

っていたため、医師を引き揚げられた病院で、新たな医師を確保することが困

難になった。 

 

医師の年齢構成の変化 

日本では、1982年に医師数の抑制が決定され、医師養成数が削減されてきた5。

このため、年齢構成がいびつになり、病院では 39歳以下の若手医師が減少した

（図 2.1.7）。このことは、現場で診療実務に携わる医師の減少を意味しており、

若手医師に過重労働を強いることとなった。 

 

女性医師の勤務環境の整備の遅れ 

女性医師の割合が増加しているが、女性医師への配慮が十分ではなく、貴重な

戦力を失っている。 

 

医療安全意識の高まりや診療以外の業務の増加 

医療訴訟の不安が増加し、診療科別の偏在を招いた。患者・家族との話し合い

の時間や書類作成などの業務も増えている。 

 

                                            
5 「今後における行政改革の具体化方策について」1982年 9月（閣議決定） 
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財務省は、診療所から病院へという財源移転を意図している。しかし、まずは、

医師養成のための財源をきちんと確保し、中長期的な計画の下に、医師養成数、

医師数を増加させるべきである。 

同時に、勤務医の過重労働緩和のため、勤務医を適切に評価していくことも最

重要課題である。そしてその際、診療所に勤務する 2 万 4,021 人の医師の存在

も忘れてはならない。 

 

 

 
図 2.1.7 年齢階級別医師数の推移 

年齢階級別医師数の推移

7.3

7.2

83.3

85.7

23.1

21.2

44.6

38.3

28.6

16.2

25.3

15.4

36.2

39.2

15.1

13.7

95.2

83.8

168.3

153.1

0.0 60.0 120.0 180.0

2006年

1998年

2006年

1998年

医師数（千人）

39歳以下 40～49歳 50～59歳 60歳以上

*出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

病院
＋15.2

診療所
＋11.4

 
 

  



社団法人 日本医師会（2009年 12月 2日 定例記者会見） 
13 

2.2. 開業医の年収および所得について 
 

2.2.1.  診療報酬の使途 

 

財務省は、一般に、「診療報酬イコール医師の報酬」といったイメージを与え

ているが、診療報酬は医師を含めた医療従事者全体の給与、医薬品費、委託費、

施設整備等のために使われている（図 2.2.1）。 

財務省が一般に間違った認識を与え、病院勤務医と開業医の対立構造に持ち込

むべきではない。 
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図 2.2.1 診療報酬の使途 

*出所：TKC全国会「TKC医業経営指標」（平成20年4月期～平成21年3月期決算）

収益（＝100） 費用（＝100）

民間医療機関（法人）における診療報酬等の使途（2008年度）

　病院、診療所ともに法人の損益計算書から作成。収益には介護保険収益を含む。紙面の都合で縮尺は合っていない。

保険分収入
（診療報酬）

90.4

自由診療分など　9.6

材料費（医薬品等）　15.6

給与費　56.6

委託費　5.4

経費　14.1

病
院

減価償却費　4.2

医業利益　4.1

保険分収入
（診療報酬）

84.6

自由診療分など　15.4

材料費（医薬品等）　18.0

給与費　52.1

委託費　3.7

経費　18.9

診
療
所

減価償却費　3.3

医業利益　3.9

水道光熱費
地代家賃
賃借料
消耗品費
租税公課など
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2.2.2.  経営リスクと給与 

 

財務省は、病院勤務医と開業医の年収を比較している。そして、病院勤務医に

比べて、開業医（法人等）の年収は 1.7倍、開業医（個人）の収支差額は 1.7倍

であるとしている（図 2.2.2）。 

 

法人の医療機関では、開業医も医師も「給与」として受け取るので比較は可能

である。しかし、開業医には経営責任があることを考慮しなければならない。

病院においても、経営者である病院長と勤務医とでは給与水準は異なり、病院

長の給与は勤務医の 1.8倍である（図 2.2.3）。 

 

一般企業においても、経営責任に応じて給与にしかるべき差がある。産労総合

研究所の調査によれば、取締役（経営陣）の報酬は課長の 2.0 倍であった（図 

2.2.4）。 

 

 
図 2.2.2 財務省が行政刷新会議「事業仕分け」に提出した資料 

   －病院勤務医と診療所医師（開業医）の給与の比較－ 

病院勤務医と診療所医師（開業医）の給与の比較
財務省による比較

1,479

2,530 2,458

0

1,000

2,000

3,000

病院勤務医 開業医（法人等） 開業医（個人）

（万円）
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図 2.2.3 病院長（院長）と勤務医の年間給与比較 

病院勤務医と院長（病院長）の年間給与

2,625

1,479

2,530

1,392

0

1,000

2,000

3,000

病院長 勤務医 院長 勤務医

病院（法人等） 診療所（医療法人）

（万円）

*出所：中央社会保険医療協議会「第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）報告－平成21年6月実
施－」6月1か月分を12倍して年収とした

 
 

 
図 2.2.4 企業の役位別にみた年間報酬 

企業の役位別にみた平均年間報酬

296

856
1,038 1,121

1,731
2,053

2,922

3,777 3,674

0

1,000

2,000

3,000

4,000

新
入
社
員

課
長

次
長

部
長

取
締
役

常
務
取
締
役

専
務
取
締
役

副
社
長

社
長

*出所：産労総合研究所「2008年　役員報酬の実態に関する調査」2009年　賞与ありの場合

（万円）
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2.2.3.  個人開業医の所得の意味合い 

 

財務省は、開業医（個人）の収支差額と勤務医の年収を比較している。しかし、

開業医（個人）は利益などの中から、事業にかかわる税金を支払い、退職金相

当額を留保し、借入金がある場合にはその返済もしなければならない。サラリ

ーマンの年収との比較は不可能である。 

 

しかしながら、財務省は開業医（個人）といわゆる「サラリーマン」である勤

務医の比較をつづけている。そこで、日本医師会は 2007年に開業医の所得等の

実態調査を行い、サラリーマンとも比較できるよう「手取り年収」の試算を行

った。 

その結果、50 歳代後半の開業医（個人）の場合、事業所得（収支差額相当）

が 2,043万円であっても、「手取り年収」は 1,469万円と試算された（図 2.2.5）。 

 
図 2.2.5 開業医の「手取り年収」－粗い試算－ 

紙面の都合で縮尺は合っていない。
*1）事業以外に、給与として得る収入。ただし医療・介護関連の活動から生じるもののみ。
*2）医療・介護関連の活動から生じるもののみ（講演料など）。 *3）4）実際のキャッシュ・アウトではないので足し戻す。
*出所：日医総研「診療所開設者の年収に関する調査分析（2006年分）－日本医師会診療所に関する
　　　　　緊急調査－」2007年

キャッシュ・イン

個人開業医の「手取り年収」（55～59歳）

キャッシュ・アウト

事業所得
（収支差額相当）

2,043万円

給与収入*1）386万円

雑所得
*2）
11万円

減価償却費*3）322万円

青色申告控除*4）61万円 院長退職金積立72万円

社会保険料108万円

税金（所得税・住民税）
619万円

設備投資・借入返済
555万円

「手取り年収」

1,469万円

自ら支払う
（用意する）もの
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また、勤務医についても給与収入から社会保険料と税金を控除して「手取り年

収」を試算した。その結果、開業医（個人）の「手取り年収」は、40～50歳代

で、勤務医の約 1.1～1.3倍であった（図 2.2.6）。 

  
図 2.2.6 医師の年齢階級別「手取り年収」の比較 

医師の年齢階級別「手取り年収」の比較

12.7
11.6

13.3
14.7

13.0

7.4

5.3

7.8

9.7
11.0 11.2

12.0 11.8

8.5

0.0

5.0

10.0

15.0

34歳以下 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65歳以上

開業医（個人） 勤務医（百万円）

*出所：日医総研「診療所開設者の年収に関する調査・分析（2006年分）－日本医師会診療所に関する
　　　　  緊急調査」2007年。n≧10の年齢階級を表示。
　　　　  勤務医については、厚生労働省「平成18年賃金構造基本統計調査」から作成。
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2.2.4.  勤務医の給与水準 

 

財務省は、開業医と勤務医の年収比較に終始しているが、他業種の給与水準に

も目をむけるべきである。 

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によれば、勤務医（40～44 歳、男性）

の年間給与は 1,486 万円であるが、これは同年代の情報通信業の部長クラスよ

りも低い（図 2.2.7）。勤務医の給与水準が他の業種に比べて低いことこそが問

題である。 
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図 2.2.7 年間給与の比較 

年間給与の比較（男性・40～44歳）

1,535

1,090 1,085

1,531 1,452

1,120

1,486

0

400

800

1,200

1,600

航空機
操縦士

記者 大学教授 情報
通信業

金融・
保険業

製造業

職種別 部長級

大企業（1,000人以上） 勤務医

（万円）

*出所：厚生労働省「平成20年賃金構造基本統計調査」
　　　　　年間給与＝きまって支給する現金給与額×12か月＋年間賞与その他特別給与額
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2.3. 開業医の実情 
 

2.3.1.  労働時間 

 

財務省は、医師の従業時間を比較し、「開業医は病院勤務医よりも平均勤務時

間が少ない」6としている（図 2.3.1）。まず、財務省が使用したデータには、診

療所勤務医も含まれており、厳密には「開業医」だけのデータではないことを

指摘しておく、 

 
図 2.3.1 医師の平均従業時間  

財務省が行政刷新会議「事業仕分け」に提出した資料 

医師の平均従業時間（週あたり／男性）

57.4
52.2 49.6

43.7

35.4
30.1

38.1
42.7 41.5

36.5 36.2

25.3

0.0

20.0

40.0

60.0

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

病院常勤医師 診療所常勤医師

*出所：厚生労働省「医師需給に係る医師の勤務状況調査」

（時間）

 
 

 

また、財務省は「従業時間」のデータを使用しているが、開業医は診療所で業

務に従事する以外に、さまざまな地域医療活動を行っている（表 2.3.1）。 

日本医師会が、地域医療活動時間も含めた開業医の就業時間（自己研修は除く）

を調査したところ、開業医の 1週間の就業時間は 40歳代、50歳代では 50時間

以上であった（図 2.3.2）。 

                                            
6 行政刷新会議・第 2ワーキンググループ「事業番号 2-4 診療報酬の配分（勤務医対策等）論点等説明シ
ート（予算担当部局用）」, 2009年 11月 11日 
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表 2.3.1 開業医の地域医療活動の例 

主な活動内容

学校医・産業医等
児童生徒の定期健診、職場健診・健康相談、乳幼児健診、予防接
種、がん・成人病検診、死体検案 など

救急対応
休日診療業務、平日夜間診療業務、小児初期救急平日夜間診療業
務、電話相談業務 など

介護保険関係 介護保険認定審査会、ケアカンファレンス、主治医意見書の作成 など

行政・医師会等
防災会議、地域医療計画会議、障害者認定審査会など
医師会での各種会議・業務 など

地域行事
地域行事（マラソン大会など）救護班として出務、地域行事（市民公
開講座）の講師 など

 

 

 
図 2.3.2 地域医療活動を含む開業医の就業時間 

日本医師会調査　開業医の1週間の就業時間（地域医療活動を含む）

51.2
55.3 54.0

49.9
45.9

41.3

0.0

20.0

40.0

60.0

30歳代
（n=32）

40歳代
（n=259）

50歳代
（n=517）

60歳代
（n=328）

70歳代
（n=219）

80歳代
（n=103）

*出所：日医総研「診療所医師の診療時間および診療時間外活動に関する調査結果（2007年7月
　　　　 実施）」2007年10月

（時間）
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2.3.2.  休日・時間外診療 

 

財務省は、「休日・時間外診療を受け付ける診療所が減っており、患者が病院

に集中する傾向」7にあると述べている。しかし、財務省の資料から読み取れる

のは休日・時間外の患者数の変化だけであり、受付診療所が減少していること

は示されていない（表 2.3.2）。 

 

 
表 2.3.2 診療所における休日・時間外診療の状況  

財務省が行政刷新会議に提出した資料 

財務省が行政刷新会議に提出した資料

○休日・時間外診療を実施している診療所

・土曜日 〔午前〕 73% 〔午後〕 23% 〔18時以降〕 4%

・日曜日 〔午前〕 4% 〔午後〕 3% 〔18時以降〕 1%

・休日 〔午前〕 3% 〔午後〕 2% 〔18時以降〕 1%

・平日 （月曜日の場合） 〔18時以降〕 26％
（出典）経済財政諮問会議（第13回）
　　　　「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムについて」
　　　　（平成19年5月　臨時議員提出資料）

○診療所における休日・時間外の延べ診療患者数

（一月あたり）

1999年 2004年

・休日 72.5万人 ⇒ 32.8万人

・時間外（診療時間以外） 46.5万人 ⇒ 25.2万人

・深夜（午後10時～午前6時） 7.0万人 ⇒ 2.2万人

（出典）「平成19年度厚生労働白書」

 

 

18 時以降を表示診療時間とする診療所の割合を見てみると、土日、平日とも

むしろ増加しており、財務省が言うように「減って」いるというのはあたらな

い（図 2.3.3）。 

                                            
7 行政刷新会議・第 2ワーキンググループ「事業番号 2-4 診療報酬の配分（勤務医対策等）論点等説明シ
ート（予算担当部局用）」, 2009年 11月 11日 
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また表示時間は、あくまで予め掲げている時間である。表示時間として掲げて

いなくても、診療を行うことは少なくない。日本医師会が、表示時間にかかわ

らず 18時以降に診療を行ったかどうかを調査したところ、土曜日でも無床診療

所開業医の 7.7％、有床診療所開業医の 22.2％が、18 時以降に診療を行ってい

た（図 2.3.4）。 

 
図 2.3.3 18 時以降を表示時間とする診療所の割合 

18時以降を表示時間とする診療所の割合

3.5
1.0

24.6

3.7
1.2

26.3

0.0

10.0

20.0

30.0

土 日 平日（月曜日）

2002年 2005年

*出所：厚生労働省「医療施設調査」

（％）

 

 
図 2.3.4 18 時以降に診療を行った診療所開業医の割合 

日本医師会調査
最近1週間で18時以降に診療を行った診療所開業医

3.9

55.8

49.3

28.1

53.5

7.7

19.0

36.1

22.2

38.2

52.3

38.4
44.4

48.6

0.0

20.0

40.0

60.0

日 月 火 水 木 金 土

無床診療所(n=1,642) 有床診療所(n=216)（％）

*出所：日医総研「開業動機と開業医（開設者）の実情に関するアンケート調査」2009年10月
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2.3.3.  開業医のストレス 

 

日本医師会は 2009 年 7 月に開業医の実情調査を実施し、その中で、「勤務医

や研究者時代と比べて、過重労働やストレスはどの程度ですか」という質問を

行った。 

 

その結果、労働時間については、開業医の 41.6％（かなり過重 20.4％、やや

過重 21.2％）が勤務医時代より長くなったと回答していた（図 2.3.5）。 

また精神的ストレスに関しては、開業医の 54.4％（かなり強い 27.7％、やや

強い 26.7％）が勤務医時代より強くなったと回答していた（図 2.3.6）。 

 

ここで重要なことは、開業医のほぼすべてが勤務医を経験しており、勤務医経

験を踏まえた上で回答しているということである。結果は、開業医の過重労働、

精神的ストレスも看過できないものであった。勤務医、開業医と区別せずに、

すべての医師への支援が必要である。 
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図 2.3.5 開業後の労働時間 

開業後の労働時間－勤務医時代と比較して（n=1,984）－

かなり過重になっ
た
20.4%

やや過重になっ
た
21.2%

同じぐらい
17.5%

やや軽減された
18.8%

かなり軽減され
た
16.8%

どちらともいえな
い・無回答
5.2%

*出所：日医総研「開業動機と開業医（開設者）の実情に関するアンケート調査」2009年10月

 

 

 
図 2.3.6 開業後の精神的ストレス 

開業後の精神的ストレス－勤務医時代と比較して（n=1,984）－

かなり強くなった
27.7%

やや強くなった
26.7%

同じぐらい
17.8%

やや弱くなった
10.9%

かなり弱くなった
11.3%

どちらともいえな
い・無回答
5.5%

*出所：日医総研「開業動機と開業医（開設者）の実情に関するアンケート調査」2009年10月
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2.3.4.  再診料 

 

財務省は行政刷新会議に提出した資料の中で、「基本的な診療料金について、

診療所と病院で点数に格差がある例がある」8とし、現状の点数のみを示してい

る。そしてここには、診療所の再診料を引き下げて病院と統一しようとする意

図が見える（表 2.3.3）。 

 
表 2.3.3 再診料等の違い 財務省が行政会議刷新会議に提出した資料 

財務省が行政刷新会議に提出した資料

○再診料

診療所 ： ７１点

病院（200床未満） ： ６０点

（外来診療料） 病院（200床以上） ： ７０点

○特定疾患療養管理料

診療所 ： ２２５点

病院（100床未満） ： １４７点

病院（100床以上） ： ８７点

病院（200床以上） ： －

 

 

しかし、たとえば再診料については、診療所は外来、病院は入院という機能分

担の下で、診療報酬上の評価が行われてきた。したがって、再診料を見直す以

前に、まず、診療所、病院、それぞれの機能について、しっかりと議論すべき

である。このことは、前回改定時に支払側委員、公益委員からも指摘があった

が、今なお不十分である。 

 

 

 

 

                                            
8 行政刷新会議・第 2ワーキンググループ「事業番号 2-4 診療報酬の配分（勤務医対策等）論点等説明シ
ート（予算担当部局用）」, 2009年 11月 11日 
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また、診療所の再診料には、医師の技術料のほか、看護職員やコメディカルの

人件費、施設維持のための費用（減価償却費（設備投資）、賃借料など）、事務

経費などが含まれてきた。一方、病院では、これらの費用は再診料だけでなく、

入院基本料等でも評価されている。したがって、同じ「再診料」であっても、

その定義はまったく異なる。診療所では再診料だけで総点数の 8.5％を占めてお

り、再診料の意味合いは非常に重い（図 2.3.7）。 

財務省は現状の点数格差だけに着目しているが、きわめて一面的である。 

 

 
図 2.3.7 総点数の内訳 

総点数（医療費）の内訳

0.2

2.1

8.5 6.7

26.1

27.4

81.4

72.4

69.4

3.5

1.3

1.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

病院（200床以上）

病院（200床未満）

診療所

構成比（％）

再診料 外来診療料 特定疾患療養管理料

その他入院外 入院（入院基本料等）

*出所：厚生労働省「平成20年 社会医療診療行為別調査」
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3. まとめ－診療報酬改定にむけて－ 
 

今般の事業仕分けは、「財務省主導」で進められてきた。新政権は、公約で政

治主導を掲げている。財務省の一省主導、独走を許すべきではない。 

 

また、報道によれば、財務省は、2010（平成 22）年度予算編成で診療報酬を

3％程度引き下げる査定方針を明らかにしたとある。そして財務省は、その抑制

された財源の中で、配分の見直しを行なおうとしている。 

これに対し、厚生労働大臣は診療報酬本体の増額を実現したいと述べている9。

診療報酬の引き上げはまさに新政権の公約である。新政権には財務省主導を改

め、政治主導で、政権公約にあるように診療報酬の増額を必ず実現していただ

きたい。 

 

しかし、新政権が公約で重視している公的病院への財源の集中投入は認められ

ない。民間医療機関は、公立病院等に比べて、はるかに厳しいコスト削減を行

い、地域医療を支えている。また、医療は急性期医療だけではない。急性期、

回復期、慢性期、通院、在宅医療など、どれかひとつが綻びても、国民は行き

場を失う。地域医療全体が健全化し、より連携を強めることができるよう、日

本医師会は診療報酬の全体的な引き上げを求める。 

 

診療報酬の引き上げとともに、日本医師会は、患者一部負担割合の引き下げも

要望する。経済環境、雇用環境に回復のきざしが見られず、国民が早期受診を

控えているおそれがあるからである。 

社会保障は平時の国家安全保障である。新政権が診療報酬の引き上げ、患者一

部負担割合の引き下げを実現し、日本の医療を再生させることを期待する。 

 

                                            
9 長妻厚生労働大臣「ネットでプラスを実現したい」2009年 11月 19日, 参議院厚生労働委員会 


